
大和市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和６年９月２７日 

大和市長 古谷田  力 

 

大和市規則第４０号 

大和市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

大和市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則（令和２年大和市規則第１２号）の一部

を次のように改正する。 

第１２条第１項第３号中「おける任期の定めが６か月未満である会計年度任用職員で、当該会計

年度内における会計年度任用職員又は給与条例適用職員としての任期の定めの合計が６か月以上と

なるもの」を「おいては任期の定めが６か月に満たないが、次のいずれかに該当する者」に改め、

同号に次のように加える。 

ア 当該会計年度内における会計年度任用職員又は給与条例の適用を受ける職員としての任期

の定めの合計が６か月以上に至った場合 

イ 当該会計年度における任期の定めと、前会計年度（１２月２日から３月３１日までの期間

に限る。）における会計年度任用職員又は給与条例の適用を受ける職員としての任期の定め

との合計が６か月以上に至った場合（６月１日に在職する会計年度任用職員に対して支給す

る場合に限る。） 

第１５条第１項第３号中「おける任期の定めが６か月未満である会計年度任用職員で、当該会計

年度内における会計年度任用職員又は給与条例適用職員としての任期の定めの合計が６か月以上と

なるもの」を「おいては任期の定めが６か月に満たないが、次のいずれかに該当する者」に改め、

同号に次のように加える。 

ア 当該会計年度内における会計年度任用職員又は給与条例の適用を受ける職員としての任期

の定めの合計が６か月以上に至った場合 

イ 当該会計年度における任期の定めと、前会計年度（１２月２日から３月３１日までの期間

に限る。）における会計年度任用職員又は給与条例の適用を受ける職員としての任期の定め

との合計が６か月以上に至った場合（６月１日に在職する会計年度任用職員に対して支給す

る場合に限る。） 

別表第１号中「１，１２６」を「１，１６２」に改め、同表第２号中「１，２５３」を「１，２９３」

に改め、同表第３２号中「１，１１２」を「１，１６２」に改め、同表第４５号中「２，７０１」

を「２，７３７」に改め、同表第４６号中「１，５８５」を「１，６２１」に改め、同表第４７号



中「１，４０１」を「１，４３７」に改め、同表第４８号中「１，２１８」を「１，２５４」に改

め、同表第５３号中「１，１２５」を「１，１６２」に改め、同表第５６号中「１，１１２」を

「１，１６２」に改め、同表第６３号中「１，１６０」を「１，１９２」に改め、同表第７２号中

「１，２５０」を「１，３００」に改め、同表第７３号中「１，１１２」を「１，１６２」に改め

る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和６年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に対する報酬について適用し、同日前

までの勤務に対する報酬については、なお従前の例による。 


